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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 62号

提  出  課 財政課

上越市手数料条例の一部改正について

1 改正理由

行政手続における特定の個人を識別す るための番号の利用等に関す る法律の一部改

正等により、個人番号の通知カー ドの交付が廃止 されることに伴い、その再交付手数

料に係 る規定を削除するもの

2 主な改正内容

(1)通知カー ドの再交付手数料に係る規定を削る。 (第 2条関係 )

121 その他文言を整備する。

3 施行期 日

公布の 日

4 上越市手数料条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所)

改  正  案 改  正  前

(手数料の種類及び金額 )

第 2条 略

(1)～ 住0 略     |

(削 除 )

処～ 1221 略

99 農地に関す る証明手数料 (第 25号に

掲げる手数料を徴収する場合を除 く。 )

1件につき 350円
90～ 鰤)略
00 略

ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号 に規定する昇降機 に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

09 長期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づ く認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係 る申請手

数料 (次 号及び第 10 0号 に掲げる手数

料 を徴収する場合を除 く。) 1件 につ

き、第 96号の表の左欄に掲げる当該 申

請に係 る建築物の区分に応 じ、同表に定

(手数料の種類及び金額 )

第 2条 略

(1)～ 10 略

処 個人番号の通知カー ドの再交付手数粒

1件につき5o@旦
翅～ lをll 略

赳 農地に関する証明手数料 (第 26号に

掲げる手数料を徴収する場合を除く。 )

1件につき350円
90～ 0り  略

0齢 略

ア 第 86号に規定する建築物に係る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 37号に規定する昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係る申出を行 う

場合 同号に規定する額

0い 長期優良住宅普及促進法第 8条第 1項

の規定に基づく認定を受けた長期優良住

宅建築等計画の変更の認定に係る申請手

数料 (次号及び第 101号 に掲げる手数

料を徴収する場合を除く。) 1件 につ

き、第 97号の表の左欄に掲げる当該申

請に係る建築物の区分に応 じ、同表に定
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改  正  案 改  正  前

める額に 2分の 1を乗 じて得た額を申請

す る戸数 で 除 して 得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住宅変 更認 定手数料 の額」 とい

う。 )

l191略

ア 第 35号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号 に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

榊0～処  略

109略
ア 第 35号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号 に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

10ゆ 略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 102号 アに規

定する場合 同号アに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「申請」を「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 102号 イに規

定する場合 同号イV)か らけ)ま でに規

定する額 にそれぞれ 2分の 1を 乗 じて

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

100略
ア 第 35号 に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36=に 規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

ω ～処  略

t09 建築物省エネ法第 29条第 1項の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請手数料 (第 111号 に

掲 げる手数料を徴収する場合を除く。)

める額に 2分の 1を 乗 じて得た額を申請

す る戸 数 で 除 して得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当該

端数 を切 り捨てた額。次号において 「長

期優 良住宅変更認定手数料 の額」 とい

う。 )

1硼 略

ア 第 36号に規定す る建築物に係る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 37号に規定す る昇降機 に係 る部

分が含まれる建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

皿～ω  略

100略
ア 第 36号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 37号に規定す る昇降機に係る部

分が含まれる建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

tけ 略

ア  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 103号 アに規

定す る場合 同号アに規定す る額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 10 3号イに規

定する場合 同号イ lアlか ら(ウ)ま でに規

定する額にそれぞれ 2分の 1を乗 じて

得た額 (当 該額に 100円 未満の端数

があるときは、当該端数を切 り上げた

額)を合算 した額

tω 略

ア 第 36号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定す る額

イ 第 37号に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれる建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定する額

10,～ω  略

t耐 建築物省エネ法第 29条第 1項の規定

に基づ く建築物エネルギー消費性能向上

計画の認定の申請手数料 (第 112号に
掲げる手数料を徴収す る場合を除 く。 )
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改  正  案 改  正  前

1件につき、次に掲げる場合の区分に応

じ、次に定める額 (同 号において 「建築

物エネルギー消費性能向上計画認定手数

料の額」 とい う。 )

ア～ウ 略

1耐 略

仙0略
ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

ll121略

ア 床面積を増加 しよ うとする場合 増

加 を しよ うとす る床 面積 に応 じて隻

109号 又は前号 と同 じ方法で算出 し

た額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 109号 アに規

定す る場合 同号アに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 109号 イに規

定す る場合 同号イに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

工  「申請」を「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 109号 ウに規

定する場合 同号 ウに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該 額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

1耐 略

ア 第 35号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 36号に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

ω ～ω 略

(手数料の減免 )

第 5条 略

1件につき、次に掲げる場合の区分に応

じ、次に定める額 (同 号において 「建築

物エネルギー消費性能向上計画認定手数

料の額」 とい う。 )

ア～ウ 略

110略

1り 略

ア 第 36号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 37号に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

1耐 略

ア 床面積 を増加 しよ うとす る場合 増

加 を しよ うとす る床面積 に応 じて隻

110号 又は前号 と同 じ方法で算出 し

た額

イ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み答えて適用す る第 110号 アに規

定する場合 同号アに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

ウ  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用する第 110号 ■に規

定する場合 同号イに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

工  「申請」を 「変更の認定の申請」 と

読み替えて適用す る第 110号 ウに規

定する場合 同号 ウに規定する額に 2

分 の 1を 乗 じて得 た額 (当 該額 に

100円 未満の端数があるときは、当

該端数を切 り上げた額 )

1け 略

ア 第 36号に規定す る建築物に係 る申

出を行 う場合 同号に規定する額

イ 第 37号に規定す る昇降機に係 る部

分が含まれ る建築物に係 る申出を行 う

場合 同号に規定す る額

lllil～ 処 略

(手数料の減免 )

第 5条 略
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改  正  案 改  正  前

ア 第 2条第 106号 に規定する建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条第 107号 に規定する計画変

更に係 る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 生 ユ忽疑上ユユニに規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

工 第 2条第 130号 に規定す る定期検

査手数料

オ 第 2条第 131号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

(31～ (6)略

略

(1)略

121 18歳に達する日以後最初の 3月 31

日までの間にある者が第 2条第 27号に

規定する手数料を納付するとき。 市長

が必要 と認める額

略

略

略

１

２

2

3

略

ア 第 2条第 107号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定手数料

イ 第 2条第 108号 に規定する計画変

更に係る建築物エネルギー消費性能適

合性判定手数料

ウ 第 2条第 109号 に規定す る建築物

エネルギー消費性能適合性判定軽微変

更該当証明書交付手数料

工 第 2条第 131号 に規定する定期検

査手数料

オ 第 2条第 132号 に規定す る適正計

量管理事業所計量管理検査手数料

(3)～ (6)略

2 略

略

18歳 に達する日以後最初の 3月 31
日までの間にある者が第 2条 28号

規定す る手数料を納付す るとき。 市長

が必要 と認める額

3 略

略但)

(2)

住)

(2)

イこ
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1

所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 63号

提  出  課 税務課

上越市市税条例等の一部改正について

改正理由

令和 2年度税制改正による地方税法等の一部改正を受け、個人市民税における未婚

のひ とり親に対する所得控除の適用及び寡婦 (寡夫)控除の見直 しをするとともに、

所有者不明土地等に係 る固定資産税の賦課徴収に当た り、現に所有 している相続人等

か らの申告や、使用者を所有者 とみなす制度を拡大するなど、所要の改正を行 うもの。

また、国の新型 コロナ ウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

必要な改正を行 うもの

2 主な改正内容

11)第 1条の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 個人市民税の非課税措置について、寡夫を対象か ら除き、ひ とり親を対象に加

えることに伴い規定を整備す る。 (第 15条関係 )

イ 個人市民税の所得控除について、ひ とり親控除を追加することに伴い規定を整

備する。 (第 21条関係 )

ウ 調査を尽 くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、使用者がい

る場合に、使用者を所有者 とみなすことができる規定を整備する。 (第 60条関

係 )

工 登記又は補充課税台帳に所有者 として登記又は登録がされている個人が死亡 し

ている場合における現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させ ることができる

規定を整備する。 (第 82条の 6関係 )

オ 軽量な葉巻たばこの課税方式について、令和 2年 10月 1日 か ら令和 3年 9月

30日 までの間においては、 1本当た りの重量が 0,7グ ラム未満の葉巻たばこ

の本数の算定について、当該葉巻たばこの 1本 をもつて紙巻たばこの 0。 7本に

換算することとする。 (第 103条 関係 )

力 延滞金の割合等の特例及び納期限の延長に係 る延滞金の特例について、租税特

別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い規定を整備する。 (附則第 3条の 2、

第 3条の 3関係 )

キ 新型 コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 として、生産性

革命の実現に向けた償却資産に係 る固定資産税の特例措置の拡充・延長に伴い規

定を整備する。 (附則第 8条の 2関係 )

ク 新型 コロナ ウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置 として、軽 自動

車税環境性能割の臨時的軽減の適用期限を 6か月延長することに伴い規定を整備

する。 (附則第 12条の 2の 2関係 )

ケ 長期譲渡所得に係 る個人の市民税の特例について、低利用上地等を譲渡 した場

合の特別控除が新設 されたことに伴い規定を整備する。 (附則第 13条関係 )

コ 新型 コロナ ウイルス感染症等に係 る徴収猶予の特例に係 る手続に関する規定を

整備する。 (附則第 26条関係 )

(2)第 2条の規定による上越市市税条例の改正内容

ア 法人税法において通算法人 ごとに申告等を行 うこととする規定が整備 されたこ
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とに伴い、法人市民税における規定を整理する。 (第 18条、第 45条、第 46

条、第 47条の 2関係 )

イ 軽量な葉巻たばこの課税方式について、令和 3年 10月 1日 以後において、 1

本 当た りの重量が 1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定について、当該葉巻た

ばこの 1本 をもつて紙巻たばこの 1本 に換算す ることとする。 (第 103条 関係 )

ウ 新型 コロナ ウイルス感染症等に係 る寄附企税額控除の特例に係 る手続に関する

規定を整備する。 (附則第 27条関係 )

工 新型 コロナ ウイルス感染症等に係 る住宅借入金等特別税額控除の特例に係 る手

続に関する規定を整備する。 (附則第 28条関係 )

131 第 3条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例 (令和元年上越市条

例第 48号)の改正内容

地方税法等の改正を受け、所要の規定を整備する。 (第 3条関係 )

14)第 4条の規定による上越市都市計画税条例の改正内容

地方税法等の改正を受け、所要の規定を整備する。 (第 2条、附則第 2項、附則

第 13項関係 )

15)第 5条の規定による上越市都市計画税条例の改正内容

地方税法等の改正を受け、所要の規定を整備する。 (附則第 13項関係 )

16)附則第 8条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例 (平成 27年上

越市条例第 116号 )の改正内容

所要の規定を整備する。 (附則第 5条関係 )

檸)附 則第 9条の規定による上骸市市税条例等の一部を改正する条例 (平成 28年上

越市条例第 48号)の改正内容

所要の規定を整備する。 (附則第 1条、附則第 2条の 2、 附則第 4条関係 )

181 附則第 10条の規定による上越市市税条例及び上越市都市計画税条例の一部を改

正す る条例 (平成 29年上越市条例第 26号)の改正内容

所要の規定を整備する。 (附則第 1条、附則第 2条関係 )

(9)附則第 11条の規定による上越市市税条例等の一部を改正する条例 (平成 30年

上越市条例第 33号)の改正内容

所要の規定を整備する。 (附則第 7条、附則第 9条、附則第 11条関係 )

施行期 日

公布の 日。ただし、次に掲げる改正は、それぞれ次に定める日から施行する。

但)2(aオ の改正 令和 2年 10月 1日

121 2但 )ア 、イ、力及びケ並びに 2121ウ 及び工並びに 215)の改正 令和 3年 1月 1日

13)2121イ の改正 令和 3年 10月 1日

(4)2121ア の改正 令和 4年 4月 1日

上越市市税条例等改正案新旧対照表

(1)第 1条 の規定による上越市市税条例の一部改正

3

4

改  正  案 改  正  前

(個 人の市民税の非課税の範囲)

第 15条 略

(1)略

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひ とり親

(個 人の市民税の非課税の範囲)

第 15条 略

(1)略

似)障 害者、未成年者、寡婦又は寡夫

-6-

(下線部分が改正箇所 )



改  正  案 改  正  前

(こ れ らの者 の前年 の合 計所得金 額 が

125万 円を超える場合を除 く。 )

2 略

(所得控除 )

第 21条  所 得 割 の納税 義 務 者 が 、 法 第

314条 の 2第 1項各号に掲げる者のいず

れかに該 当す る場合には、同条第 1項及び

第 3項か ら第 11項までの規定によ り、雑

損控除額、医療費控除額、社会保険料控除

額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、障害者控

除額、寡婦控除額、ひ とり親控除額、勤労

学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控

除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金

額が 2, 500円 以下である所得割の納税

義務者 については、同条第 2項、第 6項及

び第 11項 の規定により基礎控除額 をそれ

ぞれその者の前年の所得について算定 した

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額か ら控除する。

(市民税の申告 )

第 28条  第 14条第 1項第 1号 に掲げる者

は、 3月 15日 までに、法施行規則第 5号

の 4様式 (別 表)に よる申告書を市長 に提

出 しな けれ ば な らない。 た だ し、 法 第

317条 の 6第 1項又は第 4項 の規定によ

り給与支払報告書又は公的年金等支払報告

書を提出す る義務がある者か ら 1月 1日 現

在 において給与又は公的年金等の支払 を受

けている者で、前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係 る所得以外の

所得 を有 しなかつたもの (公 的年金等に係

る所得以外の所得 を有 しなかつた者で社会

保険料控除額 (令第 48条 の 9の 7に 規定

す るものを除 く。 )、 小規模企業共済等掛

金控除額、生命保険料控除額、地震保険料

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額 (所得税法第 2条第 1項第 33号 の 4に

規定す る源泉控除対象配偶者 に係 るものを

除 く。)若 しくは法第 314条 の 2第 4頂

に規定す る扶養控除額の控除又はこれ らと

併せ て雑損控除額若 しくは医療費控除額の

控除、法第 313条 第 8項に規定す る純損

失の金額の控除、同条第 9項に規定す る純

(こ れ らの者 の前年 の合計所得金額 が

125万 円を超 える場合を除 く。 )

2 略

(所得控除 )

第 21条  所 得 割 の納税 義 務 者 が、法 第

314条 の 2第 1項各号に掲げる者のいず

れかに該当す る場合 には、同条第 1項及び

第 3項 か ら第 12項 までの規定により、雑

損控除額、医療費控除額、社会保険料控除

額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、障害者控

除額、寡婦 (寡 夫 ) 除 額 、勤労

学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控

除額又は扶養控除額 を、前年の合計所得金

額が 2, 500円 以下である所得割の納税

義務者 については、同条第 2項 、隻 7項及

び第 12項の規定により基礎控除額をそれ

ぞれその者の前年の所得 について算定 した

総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除する。

(市民税の申告 )

第 28条 第 14条第 1項第 1号 に掲げる者

は、 3月 15日 までに、法施行規則第 5号

の 4様式 (別 表)に よる申告書を市長に提

出 しな けれ ば な らな い 。 た だ し、 法 第

317条 の 6第 1項又は第 4項の規定によ

り給与支払報告書又は公的年金等支払報告

書を提出す る義務がある者か ら 1月 1日 現

在 において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で、前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等 に係 る所得以外の

所得を有 しなかつたもの (公的年金等に係

る所得以外の所得 を有 しなかつた者で社会

保険料控除額 (令 第 48条 の 9の 7に規定

す るものを除 く。 )、 小規模企業共済等掛

金控除額、生命保険料控除額、地震保険料

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額 (所得税法第 2条第 1項第 38号の 4に

規定す る源泉控除対象配偶者に係 るものを

除 く。)若 しくは法第 314条 の 2第 5項

に規定す る扶養控除額の控除又はこれ らと

併せて雑損控除額若 しくは医療費控除額の

控除、法第 313条 第 8項に規定する純損

失の金額の控除、同条第 9項 に規定す る純
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改  正  前改  正  案

損失若 しくは雑損失の金額の控除若 しくは

第 24条 の 2の規定によ り控除すべき金額

(以 下 この条 において 「寄附金税額控 除

額」 とい う。)の 控除を受けようとするも

のを除 く。以下この条において 「給与所得

等 以外 の所 得 を有 しな か つた者 」 とい

う。)は、この限 りでない。

2～ 8 略

(個 人の市民税に係 る給与所得者の扶養親

族等申告書 )

第 29条の 2 略

(1)及 び121 略

Q 当該給与所得者が単身児童扶養者に該

当する場合には、その旨

ω 略

2～ 5 略

(個 人の市民税 に係 る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書 )

第 29条 の 3 所得税法第 208条 の 6第 1

項の規定によ り同項に況定す る申告書を提

出 しなければな らない者又は法の施行地に

おいて同瑣に規定す る公的年金等 (所得税

法第 208条 の 7の規定の適用を受けるも

のを除 く。以下この項において 「公的年金

等 」 とい う。 )の 支払 を受 ける者であつ

て 、扶 養 親 族 (控 除姑 象扶 養 親 族 を除

く。)を 有す る者若 しくは単身児童扶養者

である者 (以 下この条において 「公的年金

等受給者」 とい う。)で市内に住所を有す

るものは、当該 申告書の提出の際に経由す

べ き所得税法第 203条 の 6第 1項に規定

す る公的年金等の支払者 (以 下この条にお

いて 「公的年金等支払者」 とい ケ。)か ら

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前 日までに、法施行規則で定めるところに

よ り、次 に掲 げ る事項 を記載 した申告 書

を、当該公的年金等支払者を経由して、市

長に提出しなければならない。

(1)及 び121 略

181 当該公的年金等受給者が単身児童扶養

者 に該 当す る には、その 旨

(4)略
2～ 5 略

(法人の市民税の申告納付 )

損失若 しくは雑損失の金額の控除若 しくは

第 24条 の 2の規定により控除すべ き金額

(以 下 この条 において 「寄附金税額控 除

額」 とい う。)の控除を受けよ うとす るも

のを除 く。以下この条において 「給与所得

等 以 外 の所 得 を有 しな か つ た者 」 とい

う。)は、この限 りでない。

2～ 8 略

(個 人の市民税に係 る給与所得者の扶養親

族 申告書 )

第 29条の 2 略

(1)及び12)略

(削 除)

Q略
2～ 5 略

(個 人の市民税 に係 る公的年金等受給者の

扶養親族申告書 )

第 29条 の 3 所得税法第 203条 の 6第 1

項の規定により同項に現定す る申告書を提

出 しなければな らない者又は法の施行地に

おいて同項に規定す る公的年金等 (所得税

法第 203条 の 7の 規定の適用 を受けるも

のを除 く。以下この項において 「公的年金

等 」 とい う。 )の 支払 を受 ける者 であつ

て 、扶 養 親 族 (控 除対 象 扶 養 親 族 を除

く。)を 有す る者

(以 下 この条において 「公的年金

等受給者」 とい う。)で市内に住所を有す

るものは、当該 申告書の提出の際に経由す

べ き所得税法第 203条 の 6第 1項 に規定

す る公的年金等の支払者 (以 下 この条にお

いて 「公的年金等支払者」 とい う。)か ら

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前 日までに、法施行規則で定めるところに

よ り、次 に掲 げ る事項 を記載 した 申告書

を、当該公的年金等支払者 を経 由して、市

長に提出しなければならない。

(1)及び121 略

(削 除 )

魁 略

2～ 5 略

(法人の市民税の申告納付 )
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改  正  案 改  正  前

第 45条 略

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若 し

くは事業所 を有す る法人 (以 下この条にお

いて 「内国法人」 とい う。)が 、租税特別

措置法第 66条 の 7第 5項及び第 11項又

は第 68条 の 91第 4項及び第 10項の規

定の適用 を受 ける場合には、法第 321条

の 8第 24項 及び令第 48条 の 12の 2に

規定す るところにより、控除すべき額 を前

項の規定によ り申告納付すべき法人税割額

か ら控除する。

3～ 17 略

(固 定資産税の納税義務者等 )

第 60条 略

2 前項の所有者 とは、土地又は家屋 につい

ては、登記簿又は土地補充課税台帳若 しく

は家屋補充課税台帳に所有者 (建 物の区分

所有 等 に関す る法律 (昭 和 37年 法律第

69号 )第 2条第 3項 の専有部分の属す る

家屋 (同 法第 4条第 2項の規定により共用

部分 とされた附属の建物 を含む。)につい

ては、当該家屋 に係 る同法第 2条第 2項の

区分 所 有 者 (以 下 「区分 所 有 者 」 とい

う。 )と す る。以下固定資産税について同

様 とす る。)と して登記又は登録が されて

い る者 をい う。 この場合において、所有者

として登記又は登録が されている個人が、

賦課期 日前に死亡 しているとき若 しくは所

有者 として登記又は登録がされている法人

が、同 日前に消滅 しているとき又は所有者

として登記 されている法第 348条 第 1項

の者が、同 日前に所有者でなくなつている

ときは、同 日において当該土地又は家屋 を

現に所有 している者をい う。

3 略

4 固定資産の所有者の所在が、震災、風水

害、火災その他の事由により 不明である

場 合 には   、その使用者を所有者 とみ

な して、固定資産課税台帳    に登録

し、その者に固定資産税 を課す ることがで

きる。 この場合 において、市は、 当該 率 録

をしようとす るときは、あらカゝ じめ、 そ の

旨を当該使 用者 に通知 しなけれ ばな らな

第 45条 略

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若 し

くは事業所 を有す る法人 (以 下この条にお

いて 「内国法人」 とい う。)が 、租税特別

措置法第 66条 の 7第 4項及び第 10項又

は第 68条 の 91第 4項及び第 10項 の規

定の適用を受ける場合には、法第 321条
の 8第 24項及び令第 48条 の 12の 2に

規定す るところにより、控除すべき額を前

項の規定によ り申告納付すべき法人税割額

から控除する。

3～ 17 略

(固 定資産税の納税義務者等 )

第 60条 略

2 前項の所有者 とは、土地又は家屋につい

ては、登記簿又は土地補充課税台帳若 しく

は家屋補充課税台帳に所有者 (建 物の区分

所有等 に関す る法律 (昭 和 37年 法律第

69号 )第 2条第 3項の専有部分の属す る

家屋 (同 法第 4条第 2項 の規定により共用

部分 とされた附属の建物 を含む。)につい

ては、当該家屋 に係 る同法第 2条第 2項 の

区分 所 有 者 (以 下 「区分 所 有 者 」 とい

う。)と する。以下固定資産税 について同

様 とす る。)と して登記又は登 録 され て い

る 者をい う。 この場合 において、所有者

として登記又 は登録 され て い る 個人が、

賦課期 日前に死亡 してい るとき若 しくは所

有者 として登記又は登録 され てい る 法人

が、同 日前に消滅 してい るとき又は所有者

として登記 されている法第 348条 第 1項

の者が、同 日前に所有者でなくなつている

ときは、同 日において当該土地又は家屋 を

現に所有 している者をい う。

3 略

4 固定資産の所有者の所在が、震災、風水

害、火災その他の事由によつて不明である

場合においては、その使用者 を所有者 とみ

な して、これを固定資産税課税台帳に登録

し、その者に固定資産税 を誤す る
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改  正  案 改  正  前

5 法第 343条 第 5項に規定す る探索を行

つてもなお固定資産の所有者の存在が不明

で あ る場 (前 項 に 規 定 す る 場 合 を 除

くハ )に は、そ の使 若狩所有者 とみな し

て、固定資産課税 台 に准録 し、そ の者 に

合 にお いて、市 は、 当該登録 を

る とさ「は、 力ぅ内 か じ め 、 そ の 旨 当 彰討市用

者に通知 しなければならない。 (追 加 )

6 土 地 区画整 理 法 (昭 和 29年 法律 第

119号 )に よる土地区画整理事業 (密集

市街地における防災街 区の整備の促進 に関

す る法律 (平成 9年法律第 49号 )第 46

条第 1項 の規定により土地区画整理法の規

定が適用 される密集市街地における防災街

区の整備の促進 に関す る法律第 45条 第 1

項第 1号の事業を含む。以下この項におい

て同 じ。)又 は土地改良法 (昭 和 24年法

律第 195号 )に よる土地改良事業の施行

に係 る土地については、法令若 しくは規約

等の定めるところにより 仮換地、一時利

用地その他の仮 に使用 し、若 しくは収益す

ることができる土地 (以 下 この項において

「仮換地等」 と総称す る。)の 指定があつ

た場合又は土地区画整理法による土地区画

整理事業 の施行者 が同法第 100条 の 2

(密 集市街地における防災街区の整備の促

進に関す る法律第 46条 第 1項において適

用す る場合 を含む。)の規定によ り 管理

す る土地で、当該施行者以外の者が仮に使

用す るもの (以 下この項において 「仮使用

地」 とい う。)が ある場合 にイま 当

しよ うとす

該仮換地等又は仮使用地について使用 し、

又は収益す ることができることとなつた 日

か ら換地処分の公告がある日又は換地計画

の認可の公告がある 日までの間は、仮換地

等にあつては、当該仮換地等に対応す る従

前の土地について登記簿又は土地補充課税

台帳に所有者 として登記又は登録が されて

いる者 をもつて、仮使用地にあつては、土

地区画整理法による土地区画整理事業の施

行者以外の仮使用地の使用者 をもつて、そ

れぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係 る第

1項の所有者 とみな し、換地処分の公告が

5 土地 区画整 理 法 (昭 和 29年 法律 第

119号 )に よる土地区画整理事業 (密集

市街地における防災街区の整備の促進に関

す る法律1(平成 9年法律第 49号 )第 46
条第 1項の規定により土地区画整理法の規

定が適用 され る密集市街地における防災街

区の整備 の促進 に関す る法律第 45条第 1

項第 1号 の事業を含む。以下この項におい

て同 じ。)又 は土地改良法 (昭 和 24年法

律第 195号 )に よる土地改良事業の施行

に係 る土地については、法令若 しくは規約

等の定めるところによつて仮換地、一時利

用地その他の仮に使用 し、若 しくは収益す

ることができる土地 (以 下この項において

「仮換地等」 と総称する。)の 指定があつ

た場合又は土地区画整理法による土地区画

整 理事業 の施行者 が同法第 100条 の 2

(密 集市街地における防災街 区の整備の促

進 に関す る法律第 46条 第 1項 において適

用す る場合を含む。)の 規定によつて管理

す る土地で、当該施行者以外の者が仮に使

用す るもの (以 下 この項 において 「仮使用

地」 とい う。)が ある場合において 1■、当

該仮換地等又は仮使用地について使用 し、

又は収益することができることとなつた 日

か ら換地処分の公告がある日又は換地計画

の認可の公告がある日までの間は、仮換地

等にあつては、当該仮換地等に対応す る従

前の土地について登記簿又は土地補充課税

台帳に所有者 として登記又は登録 されてい

る 者をもつて、仮使用地にあつては、土

地区画整理法による土地区画整理事業の施

行者以外の仮使用地の使用者 をもつて、そ

れぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係 る第

1項の所有者 とみな し、換地処分の公告が
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改  正  案 改  正  前

あつた 日又は換地計画の認可の公告があつ

た 日か ら換地又は保留地を取得 した者が、

登記簿に当該換地又は保留地に係 る所有者

として登記 され る日までの間は、当該換地

又は保留地を取得 した者をもつて当該換地

又は保留地に係 る同項の所有者 とみなす こ

とができる。

7 公有水面埋立法 (大 正 10年法律第 57

号)第 23条第 1項 の規定によ り 使用す

る埋立地若 しくは千拓地 (以 下この項にお

いて 「埋立地等」 とい う。)又 は国が埋立

て若 しくは干拓によ り 造成す る埋立地等

(同 法第 42条 第 2項の規定によるしゆん

工通知前の埋立地等に限る。以下この項に

おいて同 じ。)で 工作物を設置 し、その他

土地 を使用す る場合 と同様の状態で使用 さ

れているもの (埋 立て又は千拓に関す る工

事に関 して使用 されているものを除 く。 )

については、これ らの埋立地等 をもつて土

地 とみな し、これ らの埋立地等の うち、都

道府県、市町村、特別 区、これ らの組合、

財産区及び合併特例区 (以 下この項におい

て 「都道府県等」 とい う。)以外の者が、

同法第 23条第 1項の規定により 使用す

る埋立地等にあつては、当該埋立地等 を使

用す る者 をもつて当該埋立地等に係 る第 1

項の所有者 とみな し、都道府県等が同条第

1項 の規定に イ市用 し、又 は国が埋 立

て若 しくは千拓によ り 造成す る埋立地等

にあつては、都道府県等又は国が、当該埋

立地等を都道府県等又は国以外の者 に使用

させている場合 に限 り、当該埋立地等を使

用す る者 (土 地改良法第 87条 の 2第 1項

の規定により国又は都道府県が行 う同項第

1号の事業によ り造成 された埋立地等を使

用す る者で、令第 49条 の 3に規定す るも

のを除 く。)を もつて当該埋立地等に係 る

第 1項の所有者 とみなすことができる。

家屋の附帯設備 (家 屋の うち附帯設備 に

の 15に 定めるものを含む。)で あつて、

当該家屋の所有者以外の者がその事業の用

に供す るため取 り付 けた ものであ り、か

当該家屋に付合 したことにより当該家

り

8

属す る部分その他法施行規則第 10条 の 2

つ 、

あつた 日又は換地計画の認可の公告があつ

た 日か ら換地又は保留地を取得 した者が、

登記簿に当該換地又は保留地に係 る所有者

として登記 される日までの間は、当該換地

又は保留地を取得 した者 をもつて当該換地

又は保留地に係 る同項の所有者 とみなす

6 公有水面埋立法 (大 正 10年法律第 57

号)第 23条第 1項の規定によつて使用す

る埋立地若 しくは千拓地 (以 下 この項にお

いて 「埋立地等」 とい う。)又 は国が埋立

て若 しくは千拓によつて造成す る埋立地等

(同 法第 42条第 2項の規定によるしゆん

工通知前の埋立地等に限る。以下この項に

おいて同 じ。)で工作物を設置 し、その他

土地を使用す る場合 と同様の状態で使用 さ

れているもの (埋 立て又は干拓に関する工

事に関 して使用 されてい るものを除 く。 )

については、これ らの埋立地等 をもつて土

地 とみな し、これ らの埋立地等の うち、都

道府県、市町村、特別区、 これ らの組合、

財産区及び合併特例区 (以 下この項におい

て 「都道府県等」 とい う。)以外の者が、

同法第 23条第 1項の規定によつて使用す

る埋立地等にあつては、当該埋立地等を使

用す る者をもつて当該埋立地等に係 る第 1

項の所有者 とみな し、都道府県等が同条第

1項の規定によつて使用 し、又は国が埋立

て若 しくは千拓によつて造成す る埋立地等

にあつては、都道府県等又は国が、当該埋

立地等を都道府県等又は国以外の者に使用

させている場合に限 り、当該埋立地等を使

用す る者 (土 地改良法第 87条 の 2第 1項

の規定により国又は都道府県が行 う同項第

1号の事業により造成 された埋立地等を使

用す る者で、令第 49条 の 2に規定す るも

のを除 く。)を もつて当該埋立地等に係 る

第 1項の所有者 とみなす      。

7 家屋の附帯設備 (家屋の うち附帯設備 に

の 12に定めるものを含む。)で あつて、

当該家屋の所有者以外の者がその事業の用

に供す るため取 り付 けた ものであ り、 か

つ、当該家屋に付合 したことにより当該家

属す る部分その他法施行規則第 10 条 の 2
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改  正  案 改  正  前

屋 の所有者 が所 有す るこ ととな つた もの

(以 下 この項において 「特定附帯設備」 と

い う。)については、当該取 り付 けた者の

事業の用に供す ることができる資産である

場合 に限 り、当該取 り付 けた者 をもつて第

1項 の所有者 とみな し、当該特定附帯設備

の うち家屋 に属す る部分は家屋以外の資産

とみなして固定資産税を課する。

(固 定資産税の課税標準 )

第 68条 略

2～ 8 略

9 住宅用地 (法第 349条 の 3の 2第 1項

に規定す る住宅用地をい う。以下 この項、

第 82条 の 4及び附則第 10条において同

じ。 )に 対 して課す る固定資産税の課税標

準 は 、 第 1項 か ら第 6項 ま で 及 び 法隻

349条 の 3第 11項 の規定 にかかわ ら

ず、当該住宅用地に係 る固定資産税の課税

標 準 とな るべ き価格 の 3分 の 1の 額 とす

る。

10 小規模住宅用地 (法 第 349条 の 3の

2第 2項 に規 定す る小規模住宅用地 をい

う。以下この項において同 じ。)に 対 して

課す る固定資産税の課税標準は、第 1項か

ら第 6項 まで及び前項並びに法第 349条
の 3第 11項の規定にかかわ らず、当該小

規模住宅用地に係 る固定資産税の課税標準

となるべき価格の 6分の 1の額 とする。

(法 第 349条 の 3第 27項等の条例で定

める割合 )

第 68条 の 2 法第 349条 の 3第 27項 に

規定す る条例で定める割合は、 2分 の 1と

する。

2 法第 349条 の 3第 28項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と する。

3 法第 349条 の 3第 29項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と す る。

(現所有 の 申告 )

第 82 条 の 6 現所有者 (法 第 384条 の 3

に規定す る現所有者をい う。以下この条及

び次条において同 じ。)は 、現所有者であ

る こ とを知 った 日の 日か ら 3月 を経過 し

た 日までに次に掲げる事項を記載 した申告

屋 の所有者 が所有す るこ ととな つた もの

(以 下この項において 「特定附帯設備」 と

い う。)に ついては、当該取 り付 けた者の

事業の用 に供す ることができる資産である

場合 に限 り、当該取 り付けた者 をもつて第

1項 の所有者 とみな し、当該特定附帯設備

の うち家屋に属す る部分は家屋以外の資産

とみなして固定資産税を課する。

(固 定資産税の課税標準 )

第 68条 略

2～ 8 略

9 住宅用地 (法 第 349条 の 3の 2第 1項

に規定す る住宅用地をい う。以下 この項、

第 82条 の 4及び附則第 10条 において同

じ。)に 対 して課す る固定資産税の課税標

準 は 、 第 1項 か ら第 6項 ま で及 び 法隻

349条 の 3第 12項 の規定 にかかわ ら

ず、当該住宅用地に係 る固定資産税の課税

標 準 とな るべ き価格 の 3分 の 1の 額 とす

る。

10 小規模住宅用地 (法 第 349条 の 3の

2第 2項 に規定す る小規模住 宅用地 をい

う。以下この項において同 じ。)に 対 して

課す る固定資産税の課税標準は、第 1項か

ら第 6項まで及び前項並びに法第 349条
の 3第 12項の規定にかかわ らず、当該小

規模住宅用地に係 る固定資産税の課税標準

となるべき価格の 6分の 1の額 とする。

(法第 349条 の 3第 28項等の条例で定

める割合 )

第 68条 の 2 法第 349条 の 3第 28項に

規定す る条例で定める割合は、 2分 の 1と

する。

2 法第 349条 の 3第 29項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と する。

3 法第 349条 の 3第 30項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と す る。
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改  正  案 改  正  前

饉  土地又は家屋の現所有者の住所、氏名

又は名称、次号に規定す る個人 との関係

及び個人番号又は法人番号 (個 人番号又

は法 人番 を有 しない者 にあつて は、住

所、氏名又は名称及び同号に規定する個

人との関係 )

121 土地又は家屋の所有者 として登記簿又

は土地補充課税台帳若 しくは家屋補充課

税台帳に登記又は登録がされている個人

が 死 亡 し るヽ場 合 にお tす る 当該 個 人のヤ

住所及び氏名

131 そ の他 市 が 固 庁 奮 産税 の 言果イ徴Jttに

関 し必要 と認める事項     (追 加 )

(固 定資産に係 る不申告に関する過料 )

第 83条  固定資産の所有者 (法第 386条

に規定す る固定資産 の所 有者 をい う。 )

が、第 82条 の 4若 しくは法第 383条 の

規定により、又は現所有者が前条の規定に

より申告すべ き事項について、正当な理由

がな くて申告 を しなか つた場合 には

、そあ者に対し、 10万 円以下の過料を

科する。

2及び 3 略

(た ばこ税の課税標準)

i第 103条 略

2 前項 の製造 たば こ (加 熱 式たば こを除

く。)の本数は、紙巻たばこの本数による

もの とし、次の表の左欄 に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄の区分に

応 じ、それぞれ同表の右欄 に定める重量を

もつて紙巻たばこの 1本 に換算するものと

する。ただ し、 1 本 当た りの重量が 0, 7

グ ラ ム夫 の 華 米 ば こ の 大 数 の 箕 市 に つ

い て は、 該 葉 米‐た ば この 1本 カ ヰ、って紙

巻 た ば この 0.7本 に換 算 す や、の とす

る。

表 略

3 略

4 第 2項 の表 の左欄 に掲 げ る製造たばこ

(同 項ただ 1′ 書 に規定す る葉巻 ば こを除

く。)の 重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場―合又は第 3項第 1号 に掲げる方法によ

り同号に規定す る加熱式たばこの重量を紙

巻たばこの本数 に換算す る場合における計

(固 定資産に係 る不申告に関する過料 )

第 83条  固定資産の所有者 (法 第 386条
に規定す る固定資産 の所 有者 をい う。 )

が、第 82条 の 4又は  法第 388条 の

規 定によつて

申告すべき事項について、正当な理由

がな くて 申告 を しなか つた場合 において

は、その者 に対 し、 10万 円以下の過料 を

科する。

2及び 3 略

(た ばこ税の課税標準)

第 103条 略

2 前項 の製造たば こ (加 熱式たば こを除

く。)の本数は、紙巻たばこの本数による

もの とし、次の表の左欄 に掲げる製造たば

この本数の算定については、同欄 の区分 に

応 じ、それぞれ同表の右欄 に定める重量を

もつて紙巻たばこの 1本 に換算す るもの と

表 略

3 略

4 第 2項 の表の左欄 に掲 げる製 造たば こ

の重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合又は第 3項第 1号に掲げる方法によ

り同号に規定する加熱式たばこの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における計

する。

-13-



改  正  案 改  正  前

算は、売渡 し等 に係 る製造たばこの品 日ご

との 1個 当た りの重量に当該製造たばこの

品 目ご との数 量 を乗 じて得 た 重 量 を第

101条 に掲げる製造たばこの区分 ごとに

合計 し、その合計重量を紙巻たばこの本数

に換算する方法により行 うものとする。

5～ 10 略

(た ばこ税の課税免除)

第 103条 の 3 略

2 前項 (法 第 469条 第 1項第 1号又は第

2号に係 る部分 に限 )の 規定は、卸売

販 売業者等 が 、 同条 第 1項第 1 丹 又は第 2

丹に揚 tず 処 浩 ナ‐ば こ の 市 湾 し▽ l士 消 警 等

について、第 103条 の 5第 1項又は第 2

項 の規 定 よ る 申告 書 に前 項 ( 筆 469

条第 1項第 1号又は第 2号に係 る部分に限

る。)の 用を受けようとする 造たばこ

に係 るたばこ税額を記載 し、かつ、施行規

則第 16条の 2の 3第 1項 に規定す る書類

を保存 してい る場合 に限 り、 用す るハ

(追加 )

3 笛 1 テ百 (法 第 469 粂 復 1 ,百 算 3号又 は

第 4号 に係 る部分に限る。)の規定は、卸

売販売業者等が市長に法施行規則第 16条
の 2の 3第 2項に規定す る書類 を提出 して

いる場合に限 り、適用す る。

4 略

(た ばこ税の申告納付の手続 )

第 103条 の 5 前条の規定によつてたばこ

税 を申告納付すべき者 (以 下この節におい

て 1申 告納税者」 とい う。)は、毎月末 日

までに、前月の初 日か ら末 日までの間にお

ける売渡 し等に係 る製造たばこの品 日ごと

の課税標準たる本数の合計数 (以 下この節

において 「課税標準数量」 とい う。)及び

当該課税標準数量に封す るたばこ税額、第

103条 の 3第 1項の規定により免除を受

けようとす る場合にあつては同項の適用を

受けようとす る製造たばこに係 るたばこ税

額並びに次条第 1項の規定により控除を受

けよ うとす る場合にあつては同項の適用を

受 けようとす るたばこ税額その他必要な事

項 を記載 した法施行規則第 34号 の 2様式

による申告書を市長に提出 し、及びその申

算は、売渡 し等に係 る製造たばこの品 日ご

との 1個 当た りの重量に当該製造たばこの

品 目ご との数 量 を乗 じて得 た 重量 を第

101条 に掲げる製造たばこの区分ごとに

合計 し、その合計重量を紙巻たばこの本数

に換算す る方法により行 うものとする。

5～ 10 略

(た ばこ税の課税免除)

第 103条 の 3 略

２
一

前 項

の規定は、卸

売販売業者等が市長に法施行規則第 16条
の 2の 3 に規定す る書類 を提出 しな

い場合には、適用 しない 。

3 略

(た ばこ税の申告納付の手続 )

第 103条 の 5 前条の規定によつてたばこ

税 を申告納付すべき者 (以 下この節におい

て 「申告納税者」 とい う。)は、毎月末 日

までに、前月の初 日か ら末 日までの間にお

ける売渡 し等に係 る製造たばこの品 目ごと

の課税標準たる本数の合計数 (以 下この節

において 「課税標準数量」 とい う。)及 び

当該課税標準数量に対す るたばこ税額、第

103条 の 3第 1項の規定により免除を受

けようとす る場合にあつては同項の適用 を

受けようとす る製造たばこに係 るたばこ税

額並びに次条第 1項の規定によ り控除を受

けようとす る場合にあつては同項の適用 を

受けようとす るたばこ税額その他必要な事

項を記載 した法施行規則第 34号の 2様式

による申告書を市長に提出 し、及びその申
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改  正  案 改  正  前

告に係 る税金 を法施行規則第 34号 の 2の

5様式による納付書によつて納付 しなけれ

ばな らない。 この場合において、当該 申告

書には、第 103条 の 3第 3項 に規定する

書類及び次条第 1項の返還に係 る製造たば

この品 目ごとの数量についての明細を記載

した法施行規則第 16号の 5様式 による書

類を添付 しなければならない。

2～ 5 略

(特別土地保有税の納税義務者等 )

第 135条 略

2～ 5 略

6 第 60条第 7項 の規定は、特別土地保有

税 について準用す る。 この場合において、

同項 中 「当該埋立地等 を使用す る者」 とあ

るのは 「当該埋立地等の使用の開始をもつ

て土地の取得 と、当該埋立地等を使用す る

者 」 と、 「第 1項 の所有者 」 とあるのは

「第 135条 第 1項 の土地の所有者又は取

得者」 と、 「同条第 1項」 とあるのは「同

法第 23条第 1項」 と読み替 えるものとす

る。

附 則

(延滞金の割合等の特例 )

第 3条 の 2 当分の間、第 11条、第 36条

第 2項 、第 45条 第 5項 、第 46条 第 2

頂、第 59条第 2項、第 81条第 2項、第

103条 の 5第 5項、第 103条 の 9第 2

項、第 143条 第 2項 (第 150条 におい

て準用す る場合を含む。)及び第 144条

第 2項 (第 150条 において準用す る場合

を含む。)に 規定す る延滞金の年 14.6
パーセ ン トの割合及び年 7。 3パ ーセン ト

の割合は、これ らの規定にかかわ らず、各

年 の延滞金特例基 準割合 (平 均貸付割合

(租税特別措置法第 98条第 2項に規定す

る平 均 貸 害‖合 をい う。 次 項 に お い て 同

じ。)に年 1パーセン トの割合を加算した

割合 をい う。以下 この項 に V てヽ 同 じハ

が年 7,3パ ーセ ン トの割合に満たない場

合 には、その年

中において

は、年 14.6パ ーセ ン トの割合 にあつて

はその年 _____一 ――
における唖

)

告に係 る税金 を法施行規則第 34号の 2の

5様式による納付書によつて納付 しなけれ

ばな らない。 この場合において、当該申告

書には、第 103条 の 3第 2項 に規定す る

書類及び次条第 1項 の返還に係 る製造たば

この品 日ごとの数量についての明細を記載

した法施行規則第 16号の 5様式による書

類を添付 しなければならない。

2～ 5 略

(特別土地保有税の納税義務者等 )

第 135条 略

2～ 5 略

6 第 60条第 6項 の規定は、特別土地保有

税について準用す る。 この場合において、

同項中 「当該埋立地等を使用す る者」 とあ

るのは 「当該埋立地等の使用の開始をもつ

て土地の取得 と、当該埋立地等 を使用す る

者 」 と、 「第 1項 の所有者」 とあるのは

「第 135条 第 1項 の土地の所有者又は取

得者」 と、 「同条第 1項」 とあるのは 「同

法第 23条第 1項」 と読み替えるもの とす

る。

附 則

(延滞金の割合等の特例 )

第 3条 の 2 当分の間、第 11条、第 86条

第 2項 、第 45条 第 5項 、第 46条 第 2

項、第 59条第 2項、第 81条第 2項、第

103条 の 5第 5項、第 103条 の 9第 2

項、第 143条 第 2項 (第 150条 におい

て準用する場合 を含む。 )及び第 144条

第 2項 (第 150条 において準用する場合

を含む。)に 規定する延滞金の年 14,6
パーセン トの割合及び年 7.3パ ーセ ン ト

の割合は、 これ らの規定にかかわ らず、各

年 の特 例 基 準割 合 (当 該 年 の前 年 に

租税特別措置法第 93条 第 2項の規 定 に

止 り告 示 され た割 合

に年 1パ ーセン トの割合 を加算 した

割合 をい う。以下この条において同し。 )

が年 7,3パ ーセン トの割合に満たない場

合には、その年 (以 下この条において 阻

例基準割合適用 中におい て

、年 14.6パ ーセ ン トの割合 にあつて

イこおける

年 1と い う^)
ま

ま
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改  正  前改  正  案

準割合に   年 7.3パ ーセ ン トの割合

を加算 した割合 とし、年 7.3パ ーセン ト

の割合にあつては当該特例基準割合に

年 1パ ーセ ン トの割合 を加算 した割合

(当 該加算 した割合が年 7.3パ ーセン ト

の割合 を超 える場合には、年 7.3パ ーセ

ン トの割合)と する。

2 当分の間、第 47条 の 2第 1項及び第 4

項に規定す る延滞金の年 7.3パ ーセン ト

の割合は、これ らの規定にかかわ らず、色

例基準割合適用年中

お

いては、当該特例基準割合適用年 における

特例基準割合 と  する。

(納期限の延長に係 る延滞金の特例 )

第 3条 の 3 当分の間、 日本銀行法 (平成 9

年法律第 89号 )第 15条第 1項 (第 1号

に係 る部分に限る。)の 規定によ り定め ら

れ る商業手形の基準割引率が年 5.5パ ー

セン トを超 えて定められた 日か らその後年

5.5パ ーセ ン ト以下に定められ る日の前

日までの期間 (当 該期間内に前条第 2項 の

規定により第 47条 の 2第 1項及び第 4項

に規定す る延滞金の割合 を前条第 2項に規

定す る特例基準割合 とす る年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除 く。以下

この項において 「特例期間」 とい う。)内

(法 人税 法第 75条 の 2第 1項 (同 法第

144条 の 8に おいて準用す る場合 を含

む。)の 規定によ り延長 された法第 321

条の 8第 1項 に規定す る申告書の提出期限

又は法人税法第 81条 の 24第 1項の規定

により延長 された法第 321条 の 8第 4項

に規 定 す る 申告 書 の提 出期 限 が 当該 年

5.5パ ーセ ン ト以下に定められ る日以後

に到来す ることとなる市民税に係 る申告基

準 日が特例期間内に到来する場合における

当該市民税に係 る第 47条 の 2の 規定によ

る延滞金については、当該年 5,5パ ーセ

ン トを超 えて定め られ る日か ら当該延長 さ

れた申告書の提出期限までの期間内)は 、

特例期間内にその申告基準 日の到来する市

民税に係 る第 47条 の 2第 1項及び第 4項

特例基準割合に年 7.3パ ーセ ン トの割合

を加算 した割合 とし、年 7.3パ ーセン ト

の割合 にあつては当該延滞金特例基準割合

に年 1パーセ ン トの割合 を加 算 した割合

(当 該加算 した割合が年 7.3パ ーセ ン ト

の割合 を超 える場合 には、年 7.3パ ーセ

ン トの割合)と する。

2 当分の間、第 47条 の 2第 1項及び第 4

項 に規定す る延滞金の年 7.3パ ーセン ト

の割合 は、これ らの規定にかかわ らず、空

年 の 平 均 管 イ十害W合 に 年 0. 5

割合 を 算 した割合 カミ年 7.  3

の割 合 に た な い場 合 に は 、 そ の年 中 に お

いては、その年 イこおける

当該加算 した割合 とする。

(納期限の延長に係 る延滞金の特例 )

第 3条の 3 当分の間、 日本銀行法 (平成 9

年法律第 89号 )第 15条第 1項 (第 1号

に係 る部分に限る。)の規定によ り定めら

れ る商業手形の基準割引率が年 5。 5パー

セ ン トを超 えて定め られた 日か らその後年

5.5パ ーセン ト以下に定め られ る日の前

日までの期間 (当 該期間内に前条第 2項 の

規定により第 47条 の 2第 1項及び第 4項

に規定す る延滞金の割合 を前条第 2項 に規

定す る加算 した割合 とす る年に含まれ る期

間がある場合には、当該期間を除 く。以下

この項において 「特例期間」 とい う。)内

(法 人税法第 75条 の 2第 1項 (同 法第

144条 の 8に おいて準用す る場合 を含

む。)の 規定により延長 された法第 321

条の 8第 1項 に規定す る申告書の提出期限

又は法人税法第 81条 の 24第 1項 の規定

によ り延長 された法第 321条 の 8第 4項

に規 定す る 申告 書 の提 出期 限 が 当該 年

5.5パ ーセ ン ト以下に定められ る日以後

に到来す ることとなる市民税に係 る申告基

準 日が特例期間内に到来す る場合 における

当該市民税に係 る第 47条 の 2の規定によ

る延滞金については、当該年 5.5パ ーセ

ン トを超 えて定められ る日か ら当該延長 さ

れた申告書の提出期限までの期間内)は、

特例期間内にその申告基準 日の到来す る市

民 税 に係 る第 47条 の 2第 1項及び第 4項

パ ‐一セ ン トの

パ ‐一セ ン ト
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改  正  前改  正  案

に規定す る延滞金の年 7.3パ ーセン トの

割合 は、これ らの規定及び前条第 2項の規

定にかかわ らず、当該年 7.3パ ーセン ト

の割合 と当該申告基準 日における当該商業

手形の基準割引率の うち年 5,5パ ーセン

トの割合 を超 える部分の割合を年 0.25
パ ー セ ン トの割 合 で除 して得 た数 を年

O.73パ ーセ ン トの割合に乗 じて計算 し

た割合 とを合計 した割合 (当 該合計 した割

合が年 12,775パ ーセ ン トの割合を超

える場合には、年 12,775パ ーセン ト

の割合)と するも

2 略

(特 定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例 )

第 4条  平成 30年度か ら平成 34年度まで

の各年度分の個人の市民税に限 り、法附則

第 4条の 4第 3項の規定に該当す る場合に

おける第 21条 の規定による控除について

は、その者の選択により、同条 中 「同条第

1項」 とあるのは 「同条第 1項 (第 2号を

除 く。 )」 と、 「まで」 とあるのは 「まで

並びに法附則第 4条の 4第 3項の規定によ

り読み替えて適用 され る法第 314条 の 2

第 1項 (第 2号に係 る部分に限る。 )」 と

して、同条の規 定 を適用す るこ とがで き

る。

(肉 用牛の売却による事業所得 に係 る市民

税の課税の特例 )

第 6条  昭和 57年度から平成 33年庭まで

の各年度分の個人の市民税 に限 り、法附則

第 6条第 4項に規定す る場合において、第

28条第 1項 の規定による申告書 (そ の提

出期 限後 において、市民税 の納税通知書

が、送達 され る時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第 29条第 1項

の確 定 申告 書 を含 む。 次 項 に お い て 同

じ。)に 、肉用牛の売却に係 る租税特別措

置法第 25条第 1項 に規定す る事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき (こ れ

らの申告書 にその記載が ない こ とにつ い

て、やむを得ない理由があると市長が認 め

るときを含む。以下同じ。)は、当該事業

所得 に係 る市民税 の所得割 の額 を免 除す

に規定す る延滞金の年 7.3パ ーセン トの

割合 は、これ らの規定及び前条第 2項 の規

定にかかわ らず、当該年 7.3パ ーセ ン ト

の割合 と当該 申告基準 日における当該商業

手形の基準割引率の うち年 5.5パ ーセン

トの割合 を超 える部分の割合 を年 0.25
パ ー セ ン トの割 合 で 除 して得 た数 を年

0,73パ ーセ ン トの割合に乗 じて計算 し

た割合 とを合計 した割合 (当 該合計 した割

合が年 12,775パ ーセ ン トの割合 を超

える場合 には、年 12.775パ ーセ ン ト

の割合)と す る。

2 略

(特 定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例 )

第 4条  平成 30年度か ら令和 4年度 まで

の各年度分の個人の市民税に限 り、法附則

第 4条 の 4第 3項 の規定に該当す る場合に

おける第 21条 の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中 「同条第

1項」 とあるのは 「同条第 1項 (第 2号を

除 く。 )」 と、 「まで」 とあるのは 「まで

並び に法附則第 4条の 4第 3項 の規定によ

り読み替えて適用 され る法第 314条 の 2

第 1項 (第 2号に係 る部分に限る。 )」 と

して、同条 の規定 を適用す るこ とがで き

る。

(肉 用牛の売却による事業所得に係 る市民

税の課税の特例 )

第 6条  昭和 57年度か ら令和 6年度 まで

の各年度分の個人の市民税に限 り、法附則

第 6条第 4項 に規定す る場合において、第

28条 第 1項の規定による申告書 (そ の提

出期 限後 において、市民税 の納税通知書

が、送達 され る時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第 29条第 1項

の確 定 申告 書 を含 む。 次 項 にお い て 同

じ。 )に 、肉用牛の売却に係 る租税特別措

置法第 25条第 1項に規定す る事業所得の

明細 に関す る事項の記載があるとき (こ れ

らの 申告書 にそ の記載 がない こ とについ

て、やむを得ない理由があると市長が認 め

るときを含む。以下同 じ。)は 、当該事業

所 得 に係 る市民税 の所得割 の額 を免除す
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改  正  案 改  正  前

る。

2及び 3 略

(読替規定 )

用がある各年度分の固定資産税に限 り、第

68条 第 8項中「又は第 349条 の 3の 4

か ら第 349条 の 5ま で」 とあ るのは、

「若 し くは第 349条 の 3の 4か ら第

349条 の 5ま で又は附則第 15条か ら第

62条」とする。

(法附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条の 2 略

(削 除 )

2 法 附 則第 15条 第 30項 第 1号イ に規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の2と する。

3 法 附 則第 15条 第

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の2と する。

(削 除 )

第 8条 法附則第 15 条 か ら第 15 条 の 3の

2 逹 で 、 笛 61 築 とす笛 Fヽ 力 久_ の 綿 市 の適

15条 の 3の 2ま で、第 61条 若 しくは第

30項 第 1号 ロ に規定

6 法附則第 15 条第 30項 2号イ に規定

4 法 附則第 15条 第 80項 第 1号 ハ に規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の2と する。

5 法 附 則第 15条 第

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の2と する。

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分の 3と する。

7 法附則第 15条第 30項第 2号 口に規定

す る設備 について同号に規定する条例で定

める割合は、 4分の 3と する。

8 法附則第 15条第 30項第 2号ハに規定

す る設 備 に つ い て 同 に 主F市十 る条 例 で 宇

める割合は、 4分の 3と する。 (追 加 )

9  法附則第 15条第 30項第 3号イに規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

30項 第 1号 ニ に規定

る。

2及び 3 略

(読替規定 )

」とする。

(法 附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条の 2 略

2 法附則第 15条第 2項第 2号に規定す乙

条例で定める割合は、 2分の 1と する。

3 法附則第 15条第 33項第 1号イに規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

5 湊 附 目II笛 刊 氏祭 雀 R て彙 二百 笹 刊 暑 }r‡目帝

十 る 譜 桔 に つ ヤ てヽ 同 trキロ常 十 ス 基 イ万1i で 十

める割合は、 3分の 2と する。

6 法附則第 15条第 33項第 1号 二に規定

す る設備 について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

第 8条 法附 則第 15条 か ら第 15条 の 3の

2ま での規 定 の適

用がある各年度分の固定資産税に限 り、第

68条第 8項中 「又は第 349条 の 3の 4

か ら第 349条 の 5ま で」 とあ るのは、

「若 し くは第 349条 の 3の 4か ら第

349条 の 5ま で又 は法附則 15条 か ら

第 15条の 3の 2ま で

4 法 附則第 15条 第 33項 第 1号 口に規 定

ハ

8 法 附則第 15条 第 33項 第 2号イに規 定

7 法 附則第 15条 第 38項 第 1号ホに規 定

す る設備について同号に規定す る条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、4分の3と する。

9 法 附則第 15条 第 33項 第 2号 口に規 定

す る設備について同号に規定す る条例で定

める割合は、 4分 の 3と する。

10 法附則第 15条第 33項第 3号イに規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。
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10 法 附則 第 15 条第 30項 3号 口 に 規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

11 法 附則第 5条第 30項 3号 ハに規

定す る設備 について同号に規定する条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

(削 除 )

12 法附則第 15条第 38項 に規定す る条

例で定める割合は、 2分の 1と する。

13 法附則第 15条第 41項 に規定す る条

例で定める割合は、零 とする。

14 略

15 法附則第 62条 に規定す る条例で定め

る割合は、零 とす る。      (追 加 )

(土地に対 して課す る平成 30年度か ら全

和 2年度 までの各年度分の固定資産税の

特例に関する用語の意義 )

第 9条 略

(1)～ 171 略

令 和元 度 又は令和 2年 イこおける
( 産

土地の価格の特例 )

第 9条 の 2 市の区域内の 自然的及び社会的

条件か らみて類似の利用価値 を有す ると認

め られ る地域 において地価 が下落 し、か

つ、市長が土地の修正前の価格 (法 附則第

17条 の 2第 1項 に規定す る修正前の価格

をい う。)を 当該地域に所在す る土地に対

して課す る当該年度分の固定資産税の課税

標準 とす ることが固定資産税の課税上著 し

く均衡 を失す ると認 める場合における当該

土地に対 して課す る当該年度分の固定資産

税の課税標準は、第 68条 の規定にかかわ

らず、令 和 元年 慮今 又は今 和 2年庁 今

2

の固定資産税 に限 り、当該土地の修正価格

(法附則第 17条の 2第 1項 に規定す る修

正価格 をい う。)で土地課税台帳等に登録

されたものとする。

法附則第 17条 の 2第 2項 に規定す る全

和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

上地  であつて、令和 2年度分 の固定

資産税 について前項の規定の適用を受けな

い こととなるものに対 して課す る同年度分

の固定資産税の課税標準は、第 68条 の規

11 法附則第 15条第 33項第 3号 口に規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

12 法附則第 15条第 33項第 3号ハに規

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

13 法附則第 15条第 40項 に規定す る条

例 で庁 め る割合 は、 5 ノ
"(
の 4と す る ^

14 法附則第 15条第 44項 に規定する条

例で定める割合は、 2分の 1と する。

15 法附則第 15条 第 47項 に規定す る条

例で定める割合は、零 とする。

16 略

(土地に対 して課す る平成 30年度か ら王

成 32年度までの各年度分の固定資産税の

特例に関する用語の意義 )

第 9条 略

(1)～ (7)略

(平成 81年度又は平成 32年度における

土地の価格の特例 )

第 9条 の 2 市の区域内の 自然的及び社会的

条件か らみて類似の利用価値 を有す ると認

め られ る地域 において地価 が下落 し、か

つ、市長が土地の修正前の価格 (法 附則第

17条の 2第 1項に規定す る修正前の価格

をい う。)を 当該地域に所在す る土地に対

して課する当該年度分の固定資産税の課税

標準 とす ることが固定資産税の課税上著 し

く均衡 を失すると認 める場合における当該

土地に対 して課す る当該年度分の固定資産

税の課税標準は、第 68条 の規定にかかわ

らず、平 成 31年 度 今 又 ι士平 虚 32 年 庁 今

2

の固定資産税に限 り、当該土地の修正価格

(法 附則第 17条の 2第 1項に規定す る修

正価格 をい う。)で土地課税台帳等に登録

されたものとする。

法附則第 17条 の 2第 2項 に規定する王

成 31年度適用上地又は平成 31年度類似

適用土地であつて、平成 32年度分の固定

資産税について前項の規定の適用を受けな

いこととなるものに対 して課す る同年度分

の固定資産税の課税標準は、第 68条 の規

-19-



改  正  案 改  正  前

定にかかわらず、修正された価格 (法 附則

第 17条の 2第 2項 に規定する修正された

価格をい う。)で土地課税台帳等に登録 さ

れたものとする。

(宅 地等に対 して課する平成 30年度から

令 和 2年度 までの各年度分の固定資産税

の特例 )

第 10条  宅地等に係る平成 80年度から全

和 2年度 までの各年度分の固定資産税の

額は、当該宅地等に係 る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税に係 る前年度分の固定資産税の課

税標準額 に、当該宅地等に係 る当該年度分

の固定資産税 の課税標 準 となるべ き価格

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税 に

ついて法第 349条 の 3の 2の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗 じて得た額。以下この

条において同 じ。)に 100分 の 5を 乗 じ

て得た額 を加算 した額 (当 該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第 349条
の 3又 は 附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の規定の適用 を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれ らの規定に定める率を

乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る当該年

度分の固定資産税の課税標準 となるべき額

とした場合 にお ける固定資産税額 (以 下

「宅地等調整固定資産税額」 とい う。)を

超 える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額 とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る平成 30年度か ら令和 2年度 までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等

に係 る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に 10分の 6を乗 じて得た

額 (当 該商業地等が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3又 は 附則第

15条若 しくは第 15条の 3の 規定の適用

を受 ける商業地等であるときは、当該額に

これ らの規定に定める率を乗 じて得た額 )

を当該商業地等に係 る当該年度分の固定資

産税の課税標準 となるべき額 とした場合に

おける固定資産税額を超 える場合には、同

定にかかわらず、修正 された価格 (法 附則

第 17条の 2第 2項 に規定する修正された

価格をい う。)で土地課税台帳等に登録 さ

れたものとする。

(宅 地等に対 して課する平成 80年度から

平成 32年度までの各年度分の固定資産税

の特例 )

第 10条 宅地等に係 る平成 30年度か ら王

成 32年度までの各年度分の固定資産税の

額は、当該宅地等に係 る当該年度分の固定

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税 に係 る前年度分の固定資産税の課

税標準額 に、当該宅地等に係 る当該年度分

の固定資産税 の課税標 準 とな るべき価格

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税 に

ついて法第 349条 の 3の 2の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格 に

同条に定める率を乗 じて得た額。以下この

条において同 じ。)に 100分 の 5を乗 じ

て得た額 を加算 した額 (当 該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第 349条
の 3又 は法附則第 15条若 しくは第 15条
の 3の 規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれ らの規定に定める率を

乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る当該年

度分の固定資産税の課税標準 となるべき額

と した場合 にお ける固定 資産税額 (以 下

「宅地等調整固定資産税額」 とい う。)を

超 える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額 とする。

2 前項の規定の適用を受 ける商業地等に係

る平成 30年度か ら平成 32年度までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等

に係 る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に 10分の 6を乗 じて得た

額 (当 該商業地等が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3又 は法附則第

15条若 しくは第 15条の 3の規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額に

これ らの規定に定める率を乗 じて得た額 )

を当該商業地等に係 る当該年度分の固定資

産税の課税標準 となるべき額 とした場合 に

おける固定資産税額を超 える場合には、同
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3

4

5

項の規定にかかわ らず、当該固定資産税額

とする。

第 1項 の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成 30年度か ら令和 2年度 までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係 る当該年度分の固定資産税の課税標準 と

なるべ き価格 に 10分の 2を 乗 じて得た額

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税 に

ついて法第 349条 の 3又 は 附則第 15

条若 しくは第 15条 の 3の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれ ら

の規定に定める率を乗 じて得た額)を 当該

宅地等 に係 る当該年度分の固定資産税の課

税標準 となるべ き額 とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規

定 にかかわ らず 、 当該 固定資産税額 とす

る。

商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0.6以 上 0.7以 下のもの

に係 る平成 30年度か ら令 和 2年度  まで

の各年度分の固定資産税の額は、第 1項の

規定にかかわ らず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係 る前年度分の固定資

産税の課税標準額 (当 該商業地等が当該年

度分の固定資産税 について法第 349条 の

3又 は 附則第 15条若 しくは第 15条の

3の規定の適用 を受ける商業地等であると

きは、前年度分の固定資産税の課税標準額

に これ らの規 定 に定 める率 を乗 じて得 た

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の回

定資産税の課税標準 となるべき額 とした場

合における固定資産税額 とする。

商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0,7を 超えるものに係 る平

成 30年度か ら令和 2年度 までの各年度

分の固定資産税の額は、第 1項の規定にか

かわ らず、当該商業地等に係 る当該年度分

の固定資産税の課税標準 となるべき価格に

10分の 7を乗 じて得た額 (当 該商業地等

が 当該年度分 の固定資産税 について法第

349条 の 3又 は 附則第 15条若 しくは

第 15条 の 3の規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれ らの規定に

項の規定にかかわ らず、当該固定資産税額

とする。

3 第 1項の規定の適用を受ける宅地等に係

る平成 30年度か ら平成 32年度までの各

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該

宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係 る当該年度分の固定資産税の課税標準 と

なるべき価格に 10分の 2を乗 じて得た額

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税 に

ついて法第 349条 の 3又 は法附則第 15

条若 しくは第 15条 の 3の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれ ら

の規定に定める率を乗 じて得た額)を 当該

宅地等に係 る当該年度分の固定資産税の課

税標準 となるべき額 とした場合における固

定資産税額に満たない場合には、同項の規

定 にかかわ らず 、当該 固定資産税額 とす

る。

4 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0,6以 上 0,7以 下のもの

に係 る平成 30年度か ら平成 32年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、第 1項の

規定にかかわ らず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係 る前年度分の固定資

産税の課税標準額 (当 該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349条 の

3又 は法附則第 15条若 しくは第 15条 の

3の規定の適用を受ける商業地等であると

きは、前年度分の固定資産税の課税標準額

に これ らの規定に定 め る率 を乗 じて得 た

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の固

定資産税の課税標準 となるべき額 とした場

合における固定資産税額 とする。

5 商業地等の うち当該商業地等の当該年度

の負担水準が 0,7を 超 えるものに係 る平

成 30年度か ら平成 32年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第 1項の規定にか

かわ らず、当該商業地等に係 る当該年度分

の固定資産税の課税標準 となるべき価格に

10分の 7を 乗 じて得た額 (当 該商業地等

が 当該年度分の固定資産税 につ いて法第

349条 の 3又は法附則第 15条若 しくは

第 15条 の 3の 規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれ らの規定に
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定める率を乗 じて得た額)を 当該商業地等

に係 る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額 とした場合 における固定資産

税額 とする。

(平成 30年度か ら平成 32年度までの各

年度分の固定資産税の課税標準の特例 )

第 10条の 2 地方税法等の一部 を改正する

法律 (平成 30年法律第 3号)附則第 22

条第 1項の規定に基づき、平成 30年度か

ら平成 32年度までの各年度分の固定資産

税 については、法附則第 18条の 3の規定

を適用 しないこととする。

(農地に対 して課す る平成 30年度から王

成 32年度までの各年度分の固定資産税の

特例 )

第 11条 農地に係 る平成 30年度から平成

32年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該農地に係 る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係 る当該年度分の固定

資産税に係 る前年度分の固定資産税の課税

標準額 (当 該農地が当該年度分の固定資産

税について法第 349条 の 3又 は法附則第

15条若 しくは第 15条の 3の規定の適用

を受ける農地であるときは、当該課税標準

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)に 、当該農地の当該年度の次の表の左

欄 に掲げる負担水準の区分に応 じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗 じて得た額 を

当該農地に係 る当該年度分の固定資産税の

課税標準 となるべき額 とした場合における

固定資産税額 (以 下 「農地調整固定資産税

額」 とい う。)を超 える場合には、当該農

地調整固定資産税額 とする。

表 略

(特別土地保有税の課税の特例 )

第 12条 の 2 附則第 10条第 1項か ら第 5

項までの規定の適用がある宅地等 (附則第

9条第 2号 に掲 げる宅地等 をい うもの と

し、法第 349条 の 3、 第 349条 の 3の

2又 は法附則第 15条若 しくは第 15条 の

3の規定の適用がある宅地等を除 く。)に

対 して課す る平成 30年度か ら平成 32年

度までの各年度分の特別土地保有税につい

ては、第 141条 第 1号及び第 148条 中

定める率を乗 じて得た額)を 当該商業地等

に係 る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額 とした場合における固定資産

税額 とする。

(平 成 30年度か ら令和 2年度 までの各

年度分の固定資産税の課税標準の特例 )

第 10条 の 2 地方税法等の一部 を改正す る

法律 (平成 30年 法律第 3号)附則第 22

条第 1項の規定に基づ き、平成 30年度か

4)不口2 年 l菅 までの各年度分の固定資産

税については、法附則第 18条 の 3の規定

を適用しないこととする。

(農 地に対 して課する平成 30年度から全

和 2年度 までの各年度分の固定資産税の

特例 )

第 11条 農地に係 る平成 30年度か ら令和

2年度 までの各年度分の固定資産税の額

は、当該農地に係 る当該年度分の固定資産

税額が、当該農地に係 る当該年度分の固定

資産税に係 る前年度分の固定資産税の課税

標 準額 (当 該農地が当該年度分の固定資産

税 について法第 349条 の 3又 は 附則第

15条若 しくは第 15条の 3の規定の適用

を受 ける農地であるときは、当該課税標準

額 にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額 )に 、当該農地の当該年度の次の表の左

欄 に掲げる負担水準の区分に応 じ、同表の

右欄 に掲げる負担調整率を乗 じて得た額を

当該農地に係 る当該年度分の固定資産税の

課税標準 となるべき額 とした場合における

固定資産税額 (以 下 「農地調整固定資産税

額」 とい う。)を超える場合には、当該農

地調整固定資産税額 とする。

表 略

(特別土地保有税の課税の特例 )

第 12条 の 2 附則第 10条第 1項か ら第 5

項 までの規定の適用がある宅地等 (附則第

9条 第 2号 に掲 げる宅地等をい うもの と

し、法第 349条 の 3、 第 349条 の 3の

2又は 附則第 15条若 しくは第 15条の

3の 規定の適用がある宅地等を除 く。)に

対 して課す る平成 30年度から令和 2年度

までの各年度分の特別土地保有税につい

ては、第 141条 第 1号及び第 148条 中

ら
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改  正  案 改  正  前

「当該年度分の固定資産税の課税標準 とな

るべ き価格」 とあるのは 「当該年度分の固

定資産税に係 る附則第 10条第 1項 か ら第

5項 まで に規 定す る課税標準 とな るべ き

額」 とする。

2 法附則第 11条の 5第 1項 に規定する宅

地評価土地の取得の うち平成 18年 1月 1

日か ら令和 3年 3月 31日  までの間にさ

れた ものに対 して課す る特別土地保有税に

ついては、第 141条 第 2号 中 「不動産取

得税 の課税標準 となるべき価格」 とあるの

は 「不動産取得税の課税標準 となるべき価

格 (法附則第 11条の 5第 1項の規定の適

用がないもの とした場合における課税標準

となるべき価格 をい う。)に 2分 の 1を乗

じて得た額」 とし、 「令第 54条 の 38第
1項 に規定す る価格 」 とあるのは 「令第

54条 の 38第 1項 に規定する価格 (法 附

則第 11条 の 5第 1項 の規定の適用がない

もの とした場合における価格をい う。)に

2分の 1を乗 じて得た額」 とする。

3～ 5 略

(軽 自動車税の環境性能割の非課税 )

第 12条の 2の 2 法第 451条 第 1項第 1

号 (同 条第 4項 において準用する場合を含

む。 )に掲げる三輪以上の軽 自動車 (自 家

用 の ものに限 る。 以下 この条 にお いて 同

じ。 )に対 しては、当該三輪以上の軽 自動

車の取得が令和元年 10月 1日 か ら令和 3

年 3月 31日 までの間 (附則第 12条の 2

の 7第 3項 にお い て 「特 定期 間 」 とい

う。 )に行われた ときに限 り、第 88条第

1項 の規定にかかわ らず、軽 自動車税の環

境性能割を課 さない。

(長 期譲渡所得に係 る個人の市民税の課税

の特例 )

第 13条  当分 の間、所得割 の納税 義務者

が、前年中に租税特別措置法第 31条第 1

項に規定す る譲渡所得 を有する場合 には、

当該譲渡所得については、第 19条及び第

22条 の規定にかかわ らず、他の所得 と区

分 し、前年 中の長期譲渡所得 の金額 に対

し、長期譲渡所得の金額 (同 法第 33条 の

4第 1項 若 しくは第 2項 、第 34条 第 1

「当該年度分の固定資産税の課税標準 とな

るべき価格」 とあるのは 「当該年度分の固

定資産税 に係 る附則第 10条第 1項 か ら第

5項 まで に規定す る課税標 準 となるべ き

額」 とする。

2 法附則第 11条の 5第 1項に規定す る宅

地評価土地の取得の うち平成 18年 1月 1

日から平成 33年 3月 31日 までの間にさ

れたものに対 して課する特別土地保有税に

ついては、第 141条 第 2号中 「不動産取

得税の課税標準 となるべ き価格」 とあるの

は 「不動産取得税の課税標準 となるべき価

格 (法 附則第 11条の 5第 1項 の規定の適

用がないものとした場合 における課税標準

となるべき価格 をい う。 )に 2分の 1を乗

じて得た額」 とし、 「令第 54条 の 38第
1項 に規定す る価格」 とあるの は 「令第

54条 の 38第 1項に規定す る価格 (法 附

則第 11条 の 5第 1項の規定の適用がない

もの とした場合における価格 をい う。)に

2分の 1を乗 じて得た額」 とする。

3～ 5 略

(軽 自動車税の環境性能割の非課税 )

第 12条 の 2の 2 法第 451条 第 1項第 1

号 (同 条第 4項 において準用す る場合を含

む。)に 掲げる三輪以上の軽 自動車 (自 家

用 の ものに限 る。以下 この条 において同

じ。)に 対 しては、当該三輪以上の軽 自動

車の取得が令和元年 10月 1日 か ら令和 2

年 9月 30日 までの間 (附則第 12条 の 2

の 7第 3項 にお い て 「特 定 期 間」 とい

う。)に行われた ときに限 り、第 88条第

1項 の規定にかかわ らず、軽 自動車税の環

境性能割を課 さない。

(長 期譲渡所得に係 る個人の市民税の課税

の特例 )

第 13条  当分 の間、所得割 の納税義務者

が、前年中に租税特別措置法第 31条第 1

項 に規定す る譲渡所得を有す る場合には、

当該譲渡所得については、第 19条及び第

22条 の規定にかかわらず、他の所得 と区

分 し、前年 中の長期譲渡所得 の金額 に対 ィ

し、長期譲渡所得の金額 (同 法第 33条の

4第 1項 若 しくは第 2項 、第 34条 第 1
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改  正  案 改  正  前

項、第 34条 の 2第 1項、第 34条 の 3第

1項、第 35条第 1項、第 35条の 2第 1

項、第 35条 の 3第 1項又は第 36条 の規

定に該 当す る場合 には、これ らの規定の適

用によ り同法第 31条 第 1項 に規定す る長

期譲渡所得の金額か ら控除す る金額 を控除

した金額 とし、これ らの金額につき第 3項

第 1号 の規定によ り読み替 えて適用 され る

第 21条 の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。以下附則第 13条の 3ま

でにおいて 「課税長期譲渡所得金額」 とい

う。)の 100分 の 3に相 当す る金額に相

当す る市民税の所得割を課する。

2及び 3 略

(優 良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡 した場合の長期譲渡所得 に係 る市民税の

課税の特例 )

第 13条 の 2 昭和 63年度か ら令和 5年度

までの各年度分の個人の市民税に限 り、

所得割の納税義務者が前年 中に前条第 1項

に規 定す る譲渡所得 の基 因 となる土地等

(租税特別措置法第 31条第 1項に規定す

る土地等 をい う。以下 この条 において同

じ。 )の 譲渡 (同 項 に規 定す る譲渡 をい

う。以下 この条において同 じ。)を した場

合において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡 (法 附則第 34条 の 2第 1項 に規

定 す る優 良住 宅 地 等 の た めの譲 渡 をい

う。)に該当す るときにおける前条第 1項

に規定す る譲渡所得 (次 条の規定の適用を

受 け る譲渡所得 を除 く。 次項 にお いて同

じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割の額は、前条第 1

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応 じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。

(1)及 び(動 略

2 前項の規定は、昭和 63年度か ら令和

5年度 までの各年度分の個人の市民税に
(限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項 に規定する譲渡所得の基因となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡

が確定優良住宅地等予定地のための譲渡

(法附則第 34条の 2第 5項 に規定する確

項、第 34条 の 2第 1項、第 34条の 3第

1項、第 35条第 1項、第 35条 の 2第 1

項          又は第 36条 の規

定に該 当す る場合 には、これ らの規定の適

用により同法第 31条第 1項 に規定する長

期譲渡所得の金額か ら控除する金額を控除

した金額 とし、これ らの金額につき第 3頂

第 1号 の規定によ り読み替えて適用 され る

第 21条 の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額。以下附則第 13条の 3ま

でにおいて 「課税長期譲渡所得金額」 とい

う。)の 100分 の 3に相 当す る金額に相

当する市民税の所得割を課する。

2及び 3 略

(イ憂良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡 した場合の長期譲渡所得に係 る市民税の

課税の特例 )

第 13条の 2 昭和 63年度か ら平成 32年
度までの各年度分の個人の市民税に限 り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第 1項

に規定す る譲渡所得 の基 因 とな る土地等

(租税特別措置法第 31条第 1項 に規定す

る土地等 をい う。 以下 この条 において同

じ。 )の 譲渡 (同 項 に規 定す る譲渡 をい

う。以下この条において同 じ。)を した場

合において、当該譲渡が優 良住宅地等のた

めの譲渡 (法附則第 34条 の 2第 1項 に規

定 す る優 良住 宅 地 等 の た め の譲 渡 をい

う。)に該当す るときにおける前条第 1項

に規定す る譲渡所得 (次 条の規定の適用を

受 ける譲渡所得 を除 く。 次項 において 同

じ。)に係 る課税長期譲渡所得金額に対 し

て課する市民税の所得割の額は、前条第 1

項の規定にかかわ らず、次の各号に掲げる

場合の区分に応 じ、当該各号に定める金額

に相当する額 とする。

(1)及 び(か 略

2 前項の規定は、昭和 63年 度 か ら平成

32年度までの各年度分の個人の市民税 に

限 り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項 に規定す る譲渡所得の基因 となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡

が確 定優 良住宅地等予定地のた めの譲渡

(法 附則第 34条 の 2第 5項 に規定す る確
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改  正  案 改  正  前

定優 良住 宅地等予定地 のための譲渡 をい

う。以下この項において同 じ。)に該当す

るときにおける前条第 1項 に規定す る譲渡

所得に係 る課税長期譲渡所得金額に対 して

課す る市民税の所得割について準用す る。

この場―合 において、 当該譲渡 が法附則 第

34条 の 2第 10項 の規定に該当す ること

となるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたものと

みなす。

3 第 1項 (前 項において準用す る場合を含

む。)の 場合において、所得割の納税義務

者が、その有す る土地等につき、租税特別

措置法第 38条か ら第 33条 の 4ま で、第

34条 か ら第 35条 の 3ま で、第 36条 の

2、 第 86条 の 5、 第 37条、第 37条の

4か ら第 37条の 6ま で、第 37条 の 8又

は第 37条 の 9の規定の適用を受けるとき

は、当該土地等の譲渡は、第 1項 に規定す

る優 良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定す る確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。

(東 日本大震災に係 る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等 )

第 23条  法附則第 56条第 1項 (同 条第 2

項において準用す る場合 を含む。)の 規定

の適用を受けようとす る者は、当該年度の

初 日の属す る年の 1月 31日 (第 60条第

6項の規定により同項に規定す る仮換地等

に係 る同条第 1項の所有者 とみなされた者

が当該仮換地等について法附則第 56条第

6項 (同 条第 7項 において準用す る場合 を

含む。)の 規定によ り読み替えて適用 され

る同条第 1項の規定の適用を受けようとす

る場合 にあつては、市長 が別 に定 める期

日)ま でに次に掲げる事項を記載 した申告

書を市長に提出しなければならない。

(1}～ に)略
2～ 7 略

(個人の市民税の税率の特例 )

第 25条 平成 26年度か ら令和 5年度 ま

での各年度分の個人の市民税に限 り、均等

割の税率は、第 18条第 1項 の規定にかか

わ らず、同項に規定す る額に 500円 を加

定優 良住 宅地等予定地のための譲渡 をい

う。以下 この項において同 じ。)に該当す

るときにおける前条第 1項に規定する譲渡

所得 に係 る課税長期譲渡所得金額 に対 して

課す る市民税の所得割について準用す る。

この場合 において、 当該譲渡 が法附則第

34条 の 2第 10項の規定に該 当すること

となるときは、当該譲渡は確定優 良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたもの と

みなす。

3 第 1項 (前 項において準用す る場合を含

む。)の場合において、所得割 の納税義務

者が、その有す る土地等につき、租税特別

措置法第 33条か ら第 33条 の 4ま で、第

34条 か ら第 35条 の 2ま で、第 36条の

2、 第 36条の 5、 第 37条、第 37条の

4か ら第 37条の 6ま で、第 37条 の 8又

は第 37条 の 9の 規定の適用を受けるとき

は、 当該土地等の譲渡は、第 1項 に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定す る確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。

(東 日本大震災に係 る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等 )

第 23条  法附則第 56条第 1項 (同 条第 2

項において準用す る場合 を含む。 )の規定

の適用 を受けようとす る者は、当該年度の

初 日の属す る年の 1月 31日 (第 60条第

5項の規定により同項に規定す る仮換地等

に係 る同条第 1項 の所有者 とみな された者

が当該仮換地等について法附則第 56条第

6項 (同 条第 7項 において準用す る場合 を

含む。)の規定によ り読み替えて適用 され

る同条第 1項の規定の適用を受 けようとす

る場合 にあつては、市長 が別 に定 める期

日)ま でに次に掲げる事項を記載 した申告

書を市長に提出しなければならない。

(1)～ 14)略

2～ 7 略

(個 人の市民税の税率の特例 )

第 25条 平成 26年度か ら平成 35年度ま

での各年度分の個人の市民税に限 り、均等

割の税率は、第 18条第 1項 の規定にかか

わ らず、同項に規定す る額に 500円 を加
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改  正  案 改  正  前

算 した額 とす る。

(新型 コ ロ ナ ウイル ス黛 染 症 等 に標 る徴 収

猶 予 の特例 に係 る手締 等 )

第 26条  第 6条の 3第 7項の規定は法附則

第 59条 3項において準用する法 第 15

条の 2第 8項 に規定す る条例で定める期間

について、第 6条 の 3第 8項の規定は法附

則 第 59条 第 3項 におい て準用す る法第

15条 の 2 第 9項第 4号 に規定す る条例 で

定める場合について、それぞ 用 す る
^

(追加 )

算 した額 とする。

改  正  案 改  正  前

(納 期限後に納付 し、又は納入す る税金又

は納入金に係 る延滞金 )

第 11条 納税者又は特別徴収義務者は、第

33条 、第 39条 、第 40条 、第 43条

(第 54条 において準用す る場合 を含む。

以下 この条において同 じ。 )、 第 44条 の

4第 1項 (第 44条 の 5第 3項 において準

用す る場合 を含む。以下この条において同

8第 34項及び第 35項の申告書に係 る部

分 を除 く。 )、 第 53条 、第 75条 、第

89条 の 6第 1項 、第 91条 第 2項 、第

103条 の 5第 1項 若 しくは第 2項 、第

103条 の 10第 2項 、第 121条 、第

148条 第 1項又は第 155条 第 3項 に規

定す る納期限後にその税金 を納付 し、又は

納入金を納入す る場合には   、当該税

額又は納入金額にその納期限 (納 期限の延

長のあつた ときは、その延長 された納期限

とす る。第 1号、第 2号及び第 5号 におい

て同 じ。)の 翌 日か ら納付又は納入の 日ま

での期間の 日数に応 じ、年 14.6パ ーセ

ン ト (次 の各号に掲 げる税額の区分 に応

じ、第 1号か ら第 4号までに掲げる期間並

びに第 5号及び第 6号に定める日までの期

間については年 7.3パ ーセン ト)の割合

を乗 じて計算 した金額に相 当す る延滞金額

じ。 )、 第 45条第 1項 (法第 32 1久大 の

(納 期 限後 に納付 し、又 は納入す る税金又

は納入金 に係 る延滞金 )

第 11条  納税者又 は特別 徴収義務者 は、第

33条 、第 39条 、第 40条 、 第 43条

(第 54条 において準用す る場合 を含む。

以下この条において同 じ。 )、 第 44条 の

4第 1項 (第 44条 の 5第 3項 において準

用す る場合 を含む。以下 この条において同

8第 22項及び第 23項 の 申告 書 に係 る部

分 を除 く。 )、 第 58条 、第 75条 、第

89条 の 6第 1項 、第 91条 第 2項 、第

108条 の 5第 1項若 しくは第 2項 、第

103条 の 10第 2項 、第 121条 、第

143条 第 1項又は第 155条 第 3項 に規

定す る納期限後にその税金 を納付 し、又は

納入金 を納入す る場合 においては、当該税

額又は納入金額にその納期限 (納期限の延

長のあつた ときは、その延長 された納期限

とす る。第 1号、第 2号及び第 5号におい

て同 じ。)の 翌 日か ら納付又は納入の 日ま

での期間の 日数に応 じ、年 14.6パ ーセ

ン ト (次 の各号 に掲 げ る税額 の 区分 に応

じ、第 1号か ら第 4号 までに掲げる期間並

びに第 5号及び第 6号に定める日までの期

間については年 7.3パ ーセン ト)の 割合

を乗 じて計算 した金額に相当す る延滞金額

じ。 )、 第 45条 第 1項 (法 第 32 1条 の

121 第 2条の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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改  正  案 改  正  前

を加算 して納付書によつて納付 し、又は納

入書によつて納入 しなければならない。

(1)～ (3)略

14)法 第 601条 第 3項若 しくは第 4項

(こ れ らの規定を法第 602条 第 2項及

び第 608条 の 2の 2第 2項 において準

用す る場合 を含む。 )、 第 603条 第 3

項又は第 603条 の 2第 5項の規定によ

り 徴収を猶予 した税額 当該猶予 した

期間又は当該猶予 した期間の末 日の翌 日

か ら1月 を経過する日までの期間

(0 第 45条 第 1項 の申告書 (法第 321

条の 8第 1項、第 2項 又は第 31項
の規定による申告書に限る。)に

係 る税額 (次号に掲げるものを除 く。 )

当該税額に係 る納期限の翌 日か ら 1月 を

経過する日

(61 第 45条 第 1項 の申告書 (法 第 321

条の 8第 34項及び第 35項の申告書を

除 く。)でその提出期限後に提出 したも

のに係 る税額 当該提出 した 日又はその

日の翌 日から1月 を経過する日

(年 当た りの割合の基礎 となる日数 )

第 12条 前条、第 36条第 2項、第 45条

第 5項、第 46条 第 2項、第 47条 の 2第

1項     、第 59条第 2項、第 81

条 第 2項 、第 103条 の 5第 5項 、第

103条 の 9第 2項、第 143条 第 2項並

びに第 144条 第 2項の規定に定める延納

金の額の計算につきこれ らの規定に定める

年当た りの割合は、関年の 日を含む期間に

ついても365日 当た りの割合 とする。

(市 民税の納税義務者等 )

第 14条 略

2 略

3 法人でない社団又は財団で、代表者又は

管理人の定めがあ り、かつ、令第 47条 に

規定する収益事業 (以 下この項及び第 18
条 第 2項の表 第 1号 お い て 「川又朴 事 業 I

とい う。)を行 うもの (当 該社団又は財団

で、収益事業 を廃止 した もの を含 む。旦

号      ____1こ おいて 「人格の

ない社団等」 とい う。)又 は法人課税信託

の引受けを行 うものは、法人 とみな して、

を加算 して納付書によって納付 し、又は納

入書によつて納入 しなければならない。

(1)～ 181 略

14)法第 601条 第 3項若 しくは第 4項

(こ れ らの規定を法第 602条 第 2項及

び第 603条 の 2の 2第 2項 において準

用す る場合 を含む。 )、 第 603条 第 3

項又は第 603条 の 2第 5項 の規定によ

つて徴収 を猶予 した税額  当該猶予 した

期間又は当該猶予 した期間の末 日の翌 日

から 1月 を経過する日までの期間

151 第 45条 第 1項の申告書 (法 第 321
条 の 8第 1項 、第 2項 、第 4項 又 は第

19項 の規定による申告書に限る。)に
係 る税額 (次 号に掲げるものを除 く。 )

当該税額に係 る納期限の翌 日か ら 1月 を

経過する日

16)第 45条 第 1項の申告書 (法 第 321
条の 8第 22項及び第 23項 の申告書 を

除 く。)で その提出期限後に提出 した も

のに係 る税額 当該提出 した 日又はその

日の翌 日から1月 を経過する日

(年 当た りの割合の基礎 となる日数 )

第 12条 前条、第 36条第 2項 、第 45条
第 5項、第 46条 第 2項、第 47条 の 2第

1項及び第 4項、第 59条 第 2項、第 81
条 第 2項 、 第 103条 の 5第 5頂 、 第

103条 の 9第 2項、第 143条 第 2項並

びに第 144条 第 2項の規定に定める延納

金の額の計算につきこれ らの規定に定める

年当た りの割合は、関年の 日を含む期間に

ついても865日 当た りの割合 とする。

(市民税の納税義務者等 )

第 14条 略

2 略

3 法人でない社団又は財団で、代表者又は

管理人の定めがあ り、かつ、令第 47条 に

規定す る収益事業

を行 うもの (当 該社団又は財団

で、収益事業 を廃止 した ものを含 む。 第
・

18条第 2■Ω去 第 1号 において 「人格の

ない社団等」 とい う。)又 は法人課税信託

の引受けを行 うものは、法人 とみなして、
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改  正  前改  正  案

この節 (第 45条 第 10項 か ら第 12項 ま

でを除 く。)の規定中法人の市民税に関す

る規定を適用する。

(均等割の税率 )

第 18条 略

2 第 14条第 1項第 3号又は第 4号の者 に

対 して課す る均等割の税率は、次の表の左

欄 に掲げる法人の区分に応 じ、それぞれ同

表の右欄に定める額 とする。

法人の区分 税 率

11)略

ア～工 略

オ 資本金等の額 (法 第 292条
第 1項 第 4号の 5に 規定す る資

本金等 の額 をい う。以下 この表

及び第 4項 において同 じ。 )を

有す る法人 (法 人税法別表第 2

に規定す る独 立行政法人で収益

事業 を行わないもの及び工に掲

げる法人を除 く。以下 この表及

び第 4項 において同 じ。)で資

本金等の額が 1, 000万 円以

下であるものの うち、市内に有

す る事務所、事業所又 は寮等の

従業者 (俸給、給料若 しくは賞

与又はこれ らの性質 を有す る給

与の支給を受 けることとされ る

役 員 を含 む。 )の 数 の合 計 数

(以 下 この表 において 「従業者

数 の合計数」 とい う。 )が 50

人以下のもの

午額 5

万円

略

前項に定める均等割の額は、当該均等割

の額に、法第 312条 第 3項 第 1号の法人

3

税額の課税標準の算定期間、 同項 2号の

連結事業年度開始の 日か ら 6月 の期間を し

くは 同項 第 3号の淳 法 人釆→

'箱
課 紺 標 準の

の算定期間又は同項第 4号 の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等 を有 していた月

数を乗 じて得た額を 12で除 して算定す る

もの とす る。 この場合にお ける月数は、暦

に従 って計算 し、 1月 に満たないときは 1

月 とし、 1月 に満たない端数 を生 じた とき

は切 り捨てる。

この節 (第 45条 第 9項か ら第 16項まで

を除 く。)の規定中法人の市民税 に関す

る規定を適用する。

(均等割の税率 )

第 18条 略

2 第 14条第 1項第 3号又は第 4号の者に

対 して課す る均等割の税率は、次の表の左

欄 に掲げる法人の区分に応 じ、それぞれ同

表の右欄に定める額 とする。

法人の区分 税 率

ユ) 略

ア～工 略

オ 資本金等の額 (法第 292条

第 1項第 4号 の 2に 規定す る資

本金等の額 をい う。以下 この表

及び第 4項 において同 じ。 )を

有す る法人 (法 人税法別表第 2

に規定す る独 立行政法人で収益

事業 を行わないもの及び工に掲

げる法人 を除 く。以下 この表及

び第 4項 において同 じ。 )で 資

本金等の額が 1, 000万 円以

下で あるものの うち、市内に有

す る事務所、事業所又は寮等の

従業者 (俸 給、給料若 しくは賞

与又 はこれ らの性質を有す る給

与の支給 を受 けることとされ る

役 員 を含 む。 )の 数 の合 計 数

(以 下 この表 において 「従業者

数 の合計数」 とい う。)が 50

1人以下のもの

竿額 5

万円

略

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割

の額に、法第 312条 第 3項第 1号の法人

税額の課税標準の算定期間若 しくは同項第

2号の 間又は同項 3号

の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等 を有 していた月

数 を乗 じて得た額を 12で除 して算定す る

もの とする。 この場合における月数は、暦

に従つて計算 し、 1月 に満たない ときは 1

月 とし、 1月 に満たない端数を生 じた とき

は切 り捨てる。
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